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用 地 事 務 委 託 契 約 書

株式会社ふじのくにアクアイグニス小山 (以下「甲」という。)と 駿東郡小山町 (以下「乙」‐という。)

とは、次のとおり委託契約を締結する。

|  (簿 自勺)

第 1条 甲は、足柄サービスエリア周辺地区開発事業に伴う用地の取得に関する事務 (以下「用地事務』

という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。

(委託する用地事務に係る圭地の区域)

第2条 甲が委託する用地事務に係る土地の区域は、別添平面図に示す区域 (以下「対象区域」という。)

とするふただし、この契約締結後に対象区域に変更があったときは、それに従うものとする。

(用地事務の範囲)

第 3条 甲が乙に委託する月地事務は、次に規定する事務とする。

|(1)地元説明会の開催に関する事務

(2)用 地交渉及び契約の締結に関する事務

(3)所有権移転登記等の登記事務に要する書類に係る、±1[L等 (第 5条第 1項に規定するものをいう。)

の売渡者又は司法書士との受領、号:渡しに関する事務

(4)甲 が行 う農地法その他法令上必要となる手続に関する事務の協力

(5)その他、乙が受託を認める事務

2 甲は、前項に規定する事務に関し、乙が帯同、同席を求めたときは、協力するものとする。

(委託期間)

第 4条 用地事務を委託する期間は、この契約締結の日から平成 28年 12月 31目 までとするcただし、

契約満了の 1か月前までに相手方に対して書面にて契約終了の通知がされない場合はさらに 1年更新す

るものとする。

(委託料及び支払方法)

第 5条 甲は、乙に対 し′第 3条に規定する用地事務を処理するための費用 (以 卜「委託料」という。)と し

て、対象区域内の土地、建物、工作物及び立竹木等 (以下これらを総称 して '土地等」という。)の売買

代金として売渡者に支払われる金額 (以 ド幸月地費」とい う。)の 3%(消費税等別途)に相当する額を

支払うものとする。

2 甲は、前項に定める委託料を対象区域内の企ての上地等に関し、売渡者と甲との間で土地等の売買に

係る契約書が締結され、かつ、当該契約に基づく売買代金決済及び所有権移転今記が完 f(以 ド「用地

事務完了」という。)した後に、乙の請求により支払 うものとする。

3 前項に規定にかかわらず、乙|ま対象区域内の土地等の売買契約の総件数に対し売買契約締結完了の件

数がその半数を超えたとき|ま (なお、本項においては売渡者の数を件数 として計算するものとする)、 委

託料の一部前払いとして、その締結完了済売買契約にかかる用地費のO.5%(消費税等別途)(以下「 ―

部講払い金」という。)を甲に請求できるものとし、甲は係る請求から30日 以内にこれを乙に支払 うも

のとする。ただし、甲による一部前払い金支払い後、11の責めによる事由になくして燿地事務完了が不

:電 tムま
.ま ,

ぐ

となつた場合には、乙は甲の請求に従い、一部前払い金を甲に返還するものとする。
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(報告書等の提出)

第 6条 乙おま、この契約締結後速やかに、甲乙協議の上、男瑾途定める様式による委託事務実施計画書を

に提出するものとする。

2 乙は、この契約締結後、用地事務完了までの間、土地等の売渡者又はその関係者との

ての進捗状況その他甲が求める事項について、甲乙協議の上別途定める様式による

月甲に提出するものとする。

3 乙は、用地事務完「 後速やかに、甲乙協議の上、別途定める様式による

完了報告書を甲に提出するものとする。

(協議事項等)

第 7条 甲は、用地費の算定方法及びその結果について、あらかじめ乙と協議するモぅのとし、乙は甲|こ

る事前の同意なしに用地費案を各土地等の売渡者に提示してはならないものとする。

2 甲が売渡者との間で締結する土地等の売買に係る契維の内容はあらか じめ甲が定めた様式による

とし、乙はこれを1変更する必要がある場合、あらかじめ甲と協議するものとし、乙は甲による事前の

意なしに当該売買契約変更案を各土地等の売渡者に提示してはならないものとする。

(申 出義務)

第 8条 乙は、この契約締結後、事情の変化等により用地事務の遂行が困難となったときは、速やかに

に申し出し、甲乙協議の上、協働して用地事務を遂行するものとする。

(処理状況の調査)

第 9条 甲は、第 6条第 2項に定める委託事務報告書に加え、必要に応じ用地事務の進捗状況iこついて

に報告を求め、又は自らその状況を調査することができる。

(定めのない事項の処理)

第 10条 この契約に疑義を生じたとき又|ま この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、

|するものとする。

二の契約の成立を証するため、本書 2通 を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1通を所持 する。
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